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資料－１  神埼市都市計画マスタープラン策定経緯等 

 

神埼市都市計画マスタープラン策定経緯 

 
 

年 月 日 事項及び内容 

平成２３年 ６月２４日 

～７月３１日 
まちづくりアンケート調査実施 

１２月１９日 第１回まちづくりワークショップ実施 

１２月２２日 平成２３年度第１回神埼市都市計画審議会 

平成２４年 １月１２日 第２回まちづくりワークショップ実施 

１月２６日 第３回まちづくりワークショップ実施 

２月１４日 第４回まちづくりワークショップ実施 

２月２７日 庁内関係課協議 

３月 ５日 平成２３年度第２回神埼市都市計画審議会 

３月 ７日 

～２１日 
パブリックコメントの実施 

 ３月１２日 佐賀県（まちづくり推進課）との協議 

３月１３日 庁内関係課協議 

 ３月２３日 平成２３年度第３回神埼市都市計画審議会 
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神埼市国土利用計画審議会への諮問及び答申 

 
（諮問） 

 

神埼市都市計画マスタープラン策定について 

 

 

 神埼都市計画マスタープランについて、別紙計画にもとづき策定したいので、神埼市

都市計画審議会設置条例第２条の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

平成２３年１２月２２日 

神埼市長 松本 茂幸 

 

 

（答申） 

 

平成２４年３月２６日 

神埼市長 松 本  茂 幸 様 

神埼市都市計画審議会 

会長 山 口 義 文 

 

神埼市都市計画マスタープラン（案）について（答申） 

 

 平成２３年１２月２２日に諮問のありました、神埼市都市計画マスタープラン

（案）について、本審議会で慎重に審議した結果、別冊の通りまとめましたので答申

します。 

 なお、各施策の実施に当たっては、本審議会の意見等を十分尊重され、神埼市の将

来像であります「暮らしやすさと活力にあふれた魅力ある未来都市」の実現に努めら

れるよう要望いたします。 
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平成２３年度神埼市都市計画審議会委員名簿 
 

 

区 分 委  員 所属及び役職など 

○ 鶴 廣信 神埼町地域審議会長 

 嶋  榮 千代田地域審議会副会長 住民 

 實松 英治 脊振地域審議会長 

 吉岡 勇 神埼市農業委員会長 

 松田 敏 佐賀県農業協同組合神埼地区担当常務 識見者 

 古賀 義治 神埼市商工会長 

 田原 和幸 産業建設常任委員 

市議会 

議員 

◎ 山口 義文 産業建設常任委員 

 古川 繁樹 佐賀県佐賀中部農林事務所長 

関係機関 

 小渕 重義 佐賀県神埼土木事務所長 

 

◎ 会長  ○副会長                  （敬称略） 
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神埼市都市計画審議会設置条例 
 

平成 21 年 9月 28 日 

条例第 30 号 

 

（設置） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７７条の２第１項の規定に基づき、

神埼市都市計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 審議会の所掌事務は、次の通りとする。 

（１）市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。 

（２）都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。 

（３）その他、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げるものにつき市長が任命する委員をもって組織する。 

（１）識見を有するもの     ３人 

（２）市議会の議員       ２人 

（３）関係行政機関の職員    ２人 

（４）住民           ３人 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

３ 委員は再任を妨げない。 

 

（臨時委員及び専門委員） 

第４条 審議会に、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員若干

人をおくことができる。 

２ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くこ

とができる。 

３ 臨時委員及び専門委員は市長が任命する。 

４ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門

の事項に関する調査が終了したときは、それぞれ解任されるものとする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長の選任は、委員の互選によるものとする。 

３ 会長は、会務を総務し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ会議

を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

（答申） 

第７条 会長は、諮問事項を議決したときは、速やかに市長に答申しなければならない。 
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（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この条例に定めるものの他、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附則 

この条例は、公布の日から施行する。（平成２１年９月２８日） 
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資料－２ ワークショップの記録 

 

１．ワークショップの概要 

（１）ワークショップの目的 

 神埼市の課題や今後の将来像について、ワークショップ形式で市民のみなさんから様々

な意見をいただき、その内容を「神埼市都市計画マスタープラン」に反映させ、市民の視

点に立ったまちづくりを推進することを目的としています。 

 

（２）ワークショップとは 

 ｢ワークショップ｣とはいわゆる会議形式ではなく、あるテーマについて立場や経験の異

なる参加者で対等に自由に意見を出し合い、お互いの意見や立場を楽しく学びあいながら、

積極的に交流し、アイデアを出し合う手法のひとつです。 

 具体的には、少人数のグループに分かれて話し合いを行い、自由な発想のもと、付箋に

書いた意見を大きな紙に貼り出し、参加者のみなさんの意見をまとめていきます。 

 

（３）開催経過 

 開催日時 検討テーマ 参加人数 

第１回 
平成 23 年 12 月 15 日 

19：00～21：00 

ガイダンスと 

    まちの通信簿の作成 
30 名 

第２回 
平成 24 年 1月 12 日 

19：00～21：00 
地域の点検マップの作成 20 名 

第３回 
平成 24 年 1月 26 日 

19：00～21：00 

地域の将来像と 

    具体的取り組みの検討 
18 名 

第４回 
平成 24 年 2月 14 日 

19：00～21：00 
地域の重点プロジェクトの作成 14 名 
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（４）実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．各回のワークショップニュース 

 計 4 回のワークショップ開催の結果を各回ごとにニュースとしてまとめました。次ペー

ジ以降にその内容を掲載しています。 

 ニュースには、回ごとの検討テーマ、皆さんの検討作業の結果、および各回ごとにお願

いしたアンケートの集計結果を整理しています。 

■ 第 3回～地域の将来像と具体的取り組みの検討～ 

■ 第 1回～ガイダンスとまちの通信簿の作成～ 

①ガイダンス 

ワークショップの進め方やルール、都市計画マスタープランについて、

共有します。 

②「まちの通信簿」の作成 

５つのテーマについて、採点とその理由をみんなで意見しあい、まちの

問題点や資源をレーダーチャートで視覚的に整理・共有します。 

■ 第 2回～地域の点検マップの作成～ 

①地域別にグループ分け 

神埼町、千代田町、脊振町の３地域別にグループ分けを行います。 

②「地域の点検マップ」の作成 

前回の５テーマに沿って、各地域の問題点・改善すべき点と、各地域

のお宝をみんなで出しあい、地域の問題点や資源を視覚的に整理・共有

します。 

■ 第 4回～地域の重点プロジェクトの作成～ 

① 地域の重点プロジェクトの検討 

地域における取り組みアイデアについて、重点的なものを絞り込み、そ

れを実現するための具体的な企画を考えていきます。 

その企画については提案書としてとりまとめ発表し、地域別構想に活

かしていきます。 

 

①「地域の将来像」の作成 

「地域の点検マップ」をもとに、将来の夢やキャッチフレーズ等を決め、

それを皆で共有します。 

②地域の取り組みの整理 

その実現に向け取り組みアイデアを出し合い整理します。 
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桜街道があり開花期は

景観が素晴しい 
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仁比山小地区の 

観光資源の整備 

（中途半端） 

歴史資料館の建設

伊東玄朴関連で東京大

学の教授達が関心をも

たれている 
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